
く
ら
し
の
１
１
０
番

談
相
民
町

宅
配
荷
物
の「
置
き
配
」は
利
用

前
に
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

宅
配
荷
物
の「
置
き
配
」は
利
用

前
に
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

▼
弁
護
士
相
談

日
時

５
月
２０
日
㈬

午
前
１０
時

〜
正
午

場
所

２
０
１
会
議
室

※
要
予
約
（
先
着
順
）

総
務
課

地
域
支
援
・
防
災
安

全
担
当

内
線
２
１
７

▼
司
法
書
士
相
談

日
時

６
月
５
日
㈮

午
前
１０
時

〜
正
午

場
所

２
０
３
会
議
室

※
５
月
末
ま
で
に
予
約（
先
着
順
）

総
務
課

地
域
支
援
・
防
災
安

全
担
当

内
線
２
１
７

▼
行
政
相
談

日
時

５
月
２０
日
㈬

午
前
１０
時

〜
正
午

場
所

２
０
３
会
議
室

※
要
予
約
（
先
着
順
）

総
務
課

地
域
支
援
・
防
災
安

全
担
当

内
線
２
１
７

▼
人
権
相
談

日
時

６
月
１０
日
㈬

午
前
１０
時

〜
正
午

場
所

２
０
３
会
議
室

総
務
課

地
域
支
援
・
防
災
安

全
担
当

内
線
２
１
７

▼
消
費
生
活
相
談

日
時

毎
週
水
・
金
曜
日

午
前

１０
時
〜
正
午
（
新
規
の
相
談
は

１１
時
３０
分
ま
で
）

場
所

産
業
観
光
課
窓
口

※
電
話
相
談
あ
り

産
業
観
光
課

観
光
商
工
担
当

内
線
１
４
７

▼
年
金
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

町
民
課
窓
口

町
民
課

国
保
年
金
担
当

内
線
１
２
３

▼
子
育
て
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

子
育
て
支
援
課
窓
口

子
育
て
支
援
課

こ
ど
も
担
当

内
線
１
６
２

▼
教
育
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

中
央
公
民
館
相
談
室

学
務
課

学
務
担
当

内
線
５
０
３

▼
く
ら
し
の
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

総
務
課
窓
口

総
務
課

庶
務
担
当

内
線
２
１
２

▼
健
康
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

２
９
２－

５
５
０
５

▼
介
護
の
相
談

日
時

平
日
の
開
庁
時
間
内
（
予

約
不
要
）

場
所

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

２
９
２－

５
５
０
５

通
信
販
売
で
購
入
し
た
荷
物
等
を
、
手
渡

し
で
は
な
く
玄
関
先
等
指
定
し
た
場
所
に
置

く
こ
と
で
配
達
を
完
了
す
る
い
わ
ゆ
る
「
置

き
配
」。

事
業
者
側
も
通
信
販
売
の
利
用
増
加
に
伴

い
、
不
在
時
の
再
配
達
が
増
加
し
社
会
問
題

化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
再
配
達
削
減
に
向
け

て
「
置
き
配
」
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
受

取
方
法
の
活
用
を
進
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
置
き
配
」の
利
用
に
よ
り
、
直

接
荷
物
を
受
け
取
ら
な
い
こ
と
に
伴
う
ト
ラ

ブ
ル
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
利
用
す
る
際
は

以
下
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

１．

通
信
販
売
の
注
文
画
面
で
、
荷
物
が
ど

の
よ
う
に
配
達
さ
れ
る
の
か
よ
く
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う（
配
達
方
法
の
初
期
設
定
が

「
置
き
配
」に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

２．

「
置
き
配
」
は
誤
配
に
気
づ
き
に
く
い
、

盗
難
・
破
損
等
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、こ

れ
ら
の
リ
ス
ク
も
十
分
理
解
し
て
利
用
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

３．

注
文
前
に
利
用
規
約
を
読
み
、
誤
配
や

未
配
達
の
場
合
の
連
絡
先
を
把
握
し
、
ト
ラ

ブ
ル
回
避
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

４．

高
額
な
商
品
や
貴
重
品
な
ど
荷
物
を
確

実
に
受
け
取
り
た
い
と
き
は
、「
置
き
配
」で
は

な
く
通
常
の
配
達
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
効

で
す
。
併
せ
て
、配
達
日
時
の
指
定
や
、コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
受
け
取
り
等
に
よ

り
、再
配
達
の
削
減
に
も
協
力
し
ま
し
ょ
う
。

こども家庭センター（母子保健相談 保健センター）
049－292－5505

気温が上がり始める 5月は、体が暑さに慣れていないため、こどもが熱中症になりやすい時期で
す。特に乳幼児は体温調節が未熟で、地面からの熱の影響も受けやすいため注意が必要です。

こどもの熱中症に注意！5月から予防を始めましょうこども家庭センターから
こんにちは

◆具合が悪そうなときは
涼しい場所に移動し、衣服をゆるめて体を冷やし
ましょう。水分がとれる場合は少しずつ飲ませてく
ださい。ぐったりしている、呼びかけに反応が弱い
場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

5月からの早めの対策で、夏を元気に過ごし
ましょう。

◆こんなときは要注意
・外遊びのあと、ぐったりしている
・顔が赤く、汗が多い、または汗をかいていない
・水分をあまりとらない

◆予防のポイント
・こまめに水分補給をしましょう（のどが渇く前に）
・帽子をかぶり、直射日光を避けましょう
・涼しい服装を心がけましょう
・気温が高い日や日差しの強い日は、暑い時間帯
（10時～14時）の外出は、短時間にするなど工夫
しましょう。

242425

日 Sun 月Mon 火 Tue 水Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 2

〇相消費生活相談 〇図おはなし会
●ひまわりこども室

A他プラ
B可燃

3 4 5 6 7 8 9
●ひまわりこども室 〇図休み

●ひまわりこども室
〇図休み
●ひまわりこども室

〇図休み
●ひまわりこども室

〇相司法書士相談
●リフレッシュ体操

〇相消費生活相談
〇保育児相談（午前）
●オレンジカフェ

〇図休み

A可燃
B他プラ

A不燃・有害
B可燃

A紙・布
B

A可燃
B不燃・有害

Aびん缶・他プラ
B可燃

10 11 12 13 14 15 16
〇図休み
〇保生活習慣病相談

〇相消費生活相談
●リフレッシュ体操

●リフレッシュ体操
〇す出前保育

〇相消費生活相談
〇保ママパパ教室
〇すあそぼう会

〇図論語を楽しむ会

A可燃
Bびん缶・他プラ

Aペット
B可燃

A
B紙・布

A可燃
Bペット

A他プラ
B可燃

17 18 19 20 21 22 23
〇ま第 39回こどもフ
ェスティバル

●オレンジカフェ

〇図休み
〇相健康相談

〇相消費生活相談
〇相弁護士・行政相談
●リフレッシュ体操

〇保育児相談（午後）
〇すあそぼう会
●リフレッシュ体操

〇相消費生活相談 〇図本に親しむ会
〇図古文書入門講座

A可燃
B他プラ

A不燃・有害
B可燃

A紙・布
B

A可燃
B不燃・有害

Aびん缶・他プラ
B可燃

24 25 26 27 28 29 30
〇図休み
〇相栄養相談

●オレンジカフェ 〇相消費生活相談
●リフレッシュ体操

●リフレッシュ体操 〇相消費生活相談 ●ひまわりこども室

A可燃
Bびん缶・他プラ

Aペット
B可燃

A
B紙・布

A可燃
Bペット

A他プラ
B可燃

31 6／1 2 3 4 5 6
●ひまわりこども室 〇図休み

〇保生活習慣病健康相談
〇相消費生活相談
●リフレッシュ体操

〇保前・後期乳児健康診査
●リフレッシュ体操

〇相消費生活相談
〇相司法書士相談

〇図おはなし会
●ひまわりこども室

A可燃
B他プラ

A不燃・有害
B可燃

A紙・布
B

A可燃
B不燃・有害

A他プラ
B可燃

５月の 町のイベント＆
ごみ・資源収集 カレンダー

〇ま＝まなびあい（22ページ）、〇保＝保健（18ページ）、〇相＝相談（24ページ）、〇す＝すくすく（18ページ）、〇図＝図書館（23ページ）

5月の月例ハイキング
新緑コース（約 8.4㎞）
―木々の息吹を感じよう！―

ご都合に合わせ、お好きな日にお歩きください。

受　付　午前 8時 30分～9時　越生駅西口総合案内所
午前 9時～午後 5時　越生町観光案内所オーティック

コース　越生駅→越生神社→西山高取→大高取山→桂木観音
→オーパークおごせ→武州唐沢駅（約 8.4km）

※越生町健康マイレージ事業の対象（月に 1度の押印・10P）になります。
※受付時に月例ハイキングの参加カードとマイレージのカードをお持ちください。

産業観光課　観光商工担当　 内線147 税務課　収税担当　 内線132

下段はゴミと資源の収集日
（Ａ地区＝八高線西側、Ｂ地区＝八高線東側）
可燃：可燃ごみ、不燃・有害：不燃ごみ・有害ごみ、びん缶：びん類・かん類、
紙・布：紙類・布類、ペット：ペットボトル、プラ：その他容器包装プラスチック　
可燃ごみ／埼玉西部クリーンセンター　 ２９８－１６００
不燃ごみ・資源ごみ（紙・布類を除く）／川角リサイクルプラザ　 ２９４－４１１５
粗大ごみ／戸別有料収集受付専用ダイヤル　 ２７２－３３４４

5月の納税（6月1日）
固 定 資 産 税 第 1 期
軽 自 動 車 税 全　　期

※バーコード印字のある納付書は、納期限内に限りコンビニやスマホ決済ア
プリでの納付に使用できます。スマホ決済アプリでは、「いつでも」「どこ
でも」スマホを使って納税できます。詳しくは納付書をご覧ください。


